
14広報すおう大島 令和７年 ( 2025 年 ) ７月号

試
験
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

 

・
消
防
吏
員　

3
人
程
度

主
な
受
験
資
格

 

・ 

平
成
12
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

20
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
で
、
原
則
と
し
て
高
等
学
校
教

育
課
程
を
修
了
し
た
人
（
令
和
８

年
３
月
卒
業
見
込
み
含
む
）

 

・ 

採
用
後
に
柳
井
市
、周
防
大
島
町
、

上
関
町
、
平
生
町
に
居
住
で
き
る

人
申
込
期
限

　

８
月
15
日
㈮
（
当
日
消
印
有
効
）

※ 

申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

第
１
次
試
験
日　

９
月
21
日
㈰

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
４
２
‐
０
０
３
１

　

柳
井
市
南
町
五
丁
目
４
‐
１

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部 

総
務
課

　

☎
０
８
２
０
（
23
）
７
７
７
２

　

住
ま
い
の
耐
震
性
に
不
安
の
あ

る
人
や
実
際
に
耐
震
診
断
・
改
修

を
お
考
え
の
人
に
、
個
別
に
耐
震

診
断
・
改
修
の
流
れ
や
費
用
に
係

る
補
助
制
度
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
・
相
談
料
は
い
ず
れ

も
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

日
時　

　

７
月
25
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

会
場　

大
島
庁
舎
２
階 
相
談
室
３

相
談
員　

総
務
課 

消
防
防
災
班
職
員

問
い
合
わ
せ

　

総
務
課 

消
防
防
災
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
０

　

町
内
の
河
川
や
た
め
池
な
ど
に

お
い
て
、
ヌ
ー
ト
リ
ア
が
目
撃
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ヌ
ー
ト
リ
ア
は
、
普
段
は
水
辺

に
住
む
動
物
で
す
が
、
根
菜
類
な

ど
の
食
害
や
た
め
池
の
堤
に
穴
を

掘
る
な
ど
の
被
害
を
も
た
ら
す
こ

と
か
ら
、
町
で
は
有
害
鳥
獣
に
指

定
し
、
捕
獲
し
て
い
ま
す
。

　

見
か
け
た
場
合
は
、
農
林
水
産

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

捕
獲
用
の
わ
な
（
箱
わ
な
）
を

見
つ
け
た
場
合
は
、
危
険
な
た

め
近
づ
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
農
林
水
産
課 

有
害
鳥
獣
対
策
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

　

病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
、
就
学
義
務
を
猶
予
ま

た
は
免
除
さ
れ
た
人
等
に
対
し
、

中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る

か
ど
う
か
を
認
定
す
る
た
め
に
国

が
行
う
も
の
で
、
合
格
者
に
は
高

等
学
校
の
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ

ま
す
。

試
験
期
日　

10
月
16
日
㈭

試
験
場
所

　

山
口
県
庁
（
山
口
市
滝
町
１
‐
１
）

試
験
科
目

　

国
語
／
社
会
／
数
学
／
理
科
／

外
国
語
（
英
語
）

願
書
の
受
付
期
間

　

８
月
29
日
㈮
ま
で

※ 

受
験
資
格
、
出
願
書
類
な
ど
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
町
教
育
委
員
会

　

学
校
教
育
課

　

☎
０
８
２
０
（
78
）
２
２
０
４

　

蜂
蜜
な
ど
を
譲
渡
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
蜜
蜂
を
飼
育
さ
れ
る

人
、
お
よ
び
譲
渡
目
的
外
で
も
６

群
以
上
飼
育
さ
れ
る
人
は
、
住
所

地
以
外
の
場
所
で
蜜
蜂
を
飼
育
さ

れ
る
場
合
、
蜜
源
の
有
効
活
用
や

競
合
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
山
口

県
蜜
蜂
転
飼
条
例
に
基
づ
き
、
予

め
転
飼
場
所
や
飼
育
期
間
を
記
入

し
た
「
蜜
蜂
転
飼
許
可
申
請
書
」

を
提
出
し
、
事
前
に
許
可
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

提
出
書
類

　

蜜
蜂
転
飼
許
可
申
請
書
（
農
林

水
産
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。）

※ 
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
群
数

に
応
じ
て
手
数
料
が
必
要
で
す
。

留
意
事
項

　

蜜
源
の
競
合
を
避
け
る
た
め
、

農
林
水
産
課
へ
の
提
出
前
に
、
必

ず
転
飼
先
の
山
口
県
養
蜂
農
業
協

同
組
合
支
部
長
に
対
し
て
、
９
月

12
日
㈮
ま
で
に
申
請
内
容
の
確
認

依
頼
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

10
月
３
日
㈮

そ
の
他

　

手
続
き
や
手
数
料
な
ど
詳
し
く

は
、
農
林
水
産
課
ま
た
は
柳
井

農
林
水
産
事
務
所
畜
産
部
（
☎

０
８
２
０
‐
22
‐
２
４
１
６
）
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

支
部
長
確
認
印
の
な
い
申
請
や

提
出
期
限
を
過
ぎ
た
申
請
に
つ
い

て
は
許
可
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

農
林
水
産
課 

有
害
鳥
獣
対
策
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

みんなの情報源

令
和
８
年
次
分

蜜
蜂
転
飼
許
可
申
請

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

お
知
ら
せ

ヌ
ー
ト
リ
ア
を

見
か
け
た
ら

相
　
　
談

木
造
住
宅
の

耐
震
個
別
相
談
会

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

消
防
職
員
採
用
試
験


